
 

前橋市保健所 衛生検査課 食品衛生係（027-220-5778） 

＜ イベントにキッチンカーを出店する際の確認ポイント ＞ 

主催者の方は以下の項目を確認してからキッチンカーを出店してください。 

 

 

キッチンカーの営業許可書（例） 

 

 

（１）許可書の確認 

① 『 自動車営業 』の記載があるか 

② 『 県内一円 』の記載があるか。 

※令和 5年 2月までに取得した許可書については『前橋市内一円』の記載があるか。 

③ 有効期限内の許可書であるか 

④ 車両番号が一致しているか 

⑤ 提供食品は適正か。 

※給排水容量や条件等の記載で、食品の調理工程や品目数が制限されることがありま

す。 

（２）その他 

・ キッチンカーでの調理は自動車内に限定されますので、自動車外に拡張

して調理することはできません。 

・ 営業する際は許可書を掲示してください。 

 


